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全国古民家再生協会 長崎第一支部 総会・例会 議事録 

記録日：2021年４月 1０日 

記録者：福田 敏幸 

団 体 名  一般社団法人全国古民家再生協会 長崎第一支部 

開 催 日 時  ２０２１年４月１０日（土） １８：００〜１９：３０ 

開 催 場 所  長崎市民会館 ２F小会議室（長崎市魚の町５－１） 

出 席 者  会 員 福田、尾上、三好、荒木、松永、 

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ  

議 事 １， 開 会 宣 言                        尾上 雅彦 

 

２， 宣言文唱和                        尾上 雅彦 

     

３， 出席者確認                        尾上 雅彦 

 

４， 支部長挨拶                    支部長 福田 敏幸 

 

５， 前回議事録の確認                     尾上 雅彦 

１）次年度活動に関して 

２）古民家フォト甲子園に関して 

 

６， 議題並びに資料の確認                   尾上 雅彦 

 

７， ２０２１年度総会審議 

審議７—Ⅰ 令和２年度決算及び活動報告の質疑・承認に関する件 

１）令和２年度決算に関して 

２）令和２年度活動報告に関して 

３）質疑及び承認 

審議７—２ 令和３年度予算及び活動計画の質疑・承認に関する件 

１）令和３年度予算に関して 

２）令和３年度活動計画に関して 

３）質疑及び承認 

審議７—３ その他 

 

８， 本会報告事項                   支部長 福田 敏幸 

    本報８—１ ２０２１年度入会に関して（今後の流れ） 

        ２０２１年度４月入会登録者ならびに 2021 年度会員更新等につい 

て通知させていただきます。（別紙参照） 

       本報８—２ 古民家再生総合調査ならびに伝統再築士会の在り方に関して 

        令和３年度より古民家再生総合調査実施時の対応が一部変更とな 

ります。また、各地域において伝統再築士会との連携強化をおこな 

いますのでご理解の程よろしくお願い致します。（別紙参照） 
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    本報８—３ 伝統再築士会・全国伝統耐震診断連合会 体制変更に関して 

        令和３年度より両団体の体制を下記の通り変更いたします。 

（別紙参照） 

本報８—４ 新規支部（事務局）設置停止に関して 

全国に支部が広がり活動が活発する中、自治体連携から空き家アド 

バイザー協議会での自治体単位での活動が推進されており、令和３ 

年 4 月よりしばらくの間、新規での古民家再生協会（支部・事務局） 

の設置を停止させていただきます。再開に関しては状況を鑑みて通 

知させていただきます。（別紙参照） 

本報８—５ 地域事務局制度に関して 

        令和３年度４月入会者の確定をもって、各支部の会員数により１ 

支部当たり１０名以下の場合は地域事務局とさせていただきま 

す。令和４年度に向け本会バックアップのもと会員拡大対象地域 

としてサポートさせていただきます。（別紙参照） 

本報８—６ 米国事務局の設置に関して 

        この度、米国事務局を下記の通り設置する運びとなりました。今 

後、日本と米国の掛橋となり日本の伝統・技術を広める活動を実 

施してまいります。また、活動については都度ご報告させていた 

だきます。（別紙参照） 

本報８—７ 第１０回古民家フォト甲子園の開催に関して 

        第１０回となる古民家フォト甲子園の開催を下記の通り開催がス 

タートしました。（別紙参照） 

本報８—８ 各省庁からの情報共有に関して 

        令和３年３月より各省庁からの情報は会員の皆様へ適時メールに 

てご案内させていただきます。各自ご確認いただきますようお願 

い致します。（別紙参照） 

本報８—９ リフォームかし保険チラシに関して 

        リフォームかし保険の推進を図るためにチラシが完成しました。 

各自ダウンロードしご使用ください。また、各支部には一定数送 

付させていただきます。（別紙参照） 

本報８—１０ 各種スケジュールに関して 

        現在予定しているスケジュールは、施設の指示に従い人数制限を設 

け歓喜の徹底等で感染予防に努め開催をおこなっています。新型コ 

ロナウィルス感染症の感染予防・拡大防止にご協力をお願いしま 

す。（別紙参照） 

本報８—１１ メルマガサービスに関して 

     当協会顧問がお送りするメールマガジンへの登録要請を多くいた 

だく為、下記によりご登録を可能としました。無料にてご購読いた 

だけますので、お気軽にご登録ください。（別紙参照） 

    本報８—１２ その他 例会開催にあたっての注意事項 

        ・昨年から「例会は会員のみの参加」となりオブザーバーの例会へ 

の参加はいただけません。 
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９， 支部報告事項                   支部長 福田 敏幸 

支報９−１ ２月度事業者会員リフォーム業務報告 

     各事業者会員の皆様は、前月のリフォーム状況の報告をお願いし 

ます。 

支報９−２ 平戸市との協定に関して 

        平戸市より協定書（案）の提示がありました。近日中に内容につ

いての協議及び協定日程に関して打ち合わせの予定です。 

    支報９−３ その他 

        長崎県住宅課及び長崎市と連携などについての協議をするように

していきますので、ご協力のほどお願いします。 

 

１０， 確認事項                     支部長 福田 敏幸 

確認１０—１ 次年度支部運営に関して 

     今年度は、支部としての扱いでなく地域事務局としての活動とな 

ります。内容に関しましては今まで通りですが、支部組織とする 

ために次年度までに支部会員を１０名以上とする必要があります 

皆様の絶大なご協力が必要です。よろしくお願いします。 

確認１０—２ ジャパトラ配布に関して（継続） 

     ジャパトラ配布が活動のバロメーターとなり、最大の武器でもあ 

ります。今以上の配布のご協力をお願いします。 

    確認１０—３ その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１２、閉会宣言                          尾上 雅彦 

 

 

決 定 事 項  議事内に記載 

次月開催日時 令和３年５月１５日（土） １８：３０〜２０：００ 

次月開催場  諫早文化会館 

次月議事内容 ・本部報告事項、審議事項、支部報告事項、確認事項 

・その他 

 


